
マイナ受付について 

 

令和 5 年 4 月 1 日より、青葉メディカル・青葉病院では、マイナンバーカー

ドを健康保険証としてご利用いただける「マイナ受付」を開始いたしました。 

受付に設置のカードリーダーにより、顔認証または暗証番号入力することで

保険証の資格確認を行うことができます。 

これまでどおり、健康保険証での受診も可能です。 

 

 

 

《留意事項》 

・マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、 

事前のお申込みが必要となります。 （2 ページ目参照） 

 

・公費負担医療や福祉医療費受給者証などをお持ちの方は、 

マイナンバーカードでは確認できませんので、 

従来どおり紙の受給者証をお持ちください。 

【例】子ども医療費受給者証、生活保護法医療券、 

特定医療費（指定難病）受給者証、自立支援医療受給者証など 



 


